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垂水市就業体験実施要領 

 

１ 目的 

垂水市が実施する就業体験に関し、必要な事項を定めることにより、学生の職業観や就労意識

の向上を図るとともに、自らの適性・適職を考える機会を提供することを目的とする。 

 

２ 実施根拠 

  垂水市就業体験実施要綱 

 

３ 事業位置づけ 

  垂水市地域若者「就地」拡大プロジェクト 

 

4 対象者 

（１）学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校等に在籍する学生（以下「学

生」という）とし、次に掲げる基準に該当すると認められた者とする。 

ア 実習の成果を今後の教育研究活動に反映できる能力及び資質を有する者 

イ 服務規律等を遵守すると判断される者 

（２）対象とする学年は、原則として大学等においては就職活動開始前の１年生から３年生までと

し、短期大学等においては１年生の生徒とする。ただし、垂水市と在籍する学生を実習させよう

とする大学等の協議により、その他の学年の参加を認める場合もある。 

 

5 実習に係る費用 

本市は、実習生に対して、報酬、賃金及びその他実習に伴う経費の負担を行わない。ただし、

市外からの実習生に対しては、居住地から垂水市までの交通費の一部を支給する。 

 【交通費】垂水フェリー代のみ 

      1,000 円（往復）×２日＝2,000 円を想定 

【宿泊費】原則支給なし。 

ただし、希望者には中央病院の職員宿舎宿泊代（1 日 600 円：光熱水費込）を支給。 

 

6 実習期間、受入人数、実習時間 

（１）実施期間 

  原則として学生の夏期休業中の一定期間とし、垂水市総務課長（以下「総務課長」という。）

が定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、就業体験により在籍する学生を実習させようとする大学等の代表

者からの申し出があったとき、総務課長が必要と認める場合には、別途、協議により実習期間を

定めることができる。 

 

 

（２）受入人数 

１組の受入上限数３人 

 

（３）実習時間 

原則として月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時までとする。 

 ※保健業務インターンシップ、会計年度任用職員に準用  

ただし、総務課長が必要と認める場合には、実習時間を変更することができるものとする。 
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7 服務等 

（１）実習生は、実習期間中は所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。 

（２）実習生は、実習時間中、市職員が遵守すべき法令、条例等並びに総務課長及び実習生の指導

監督等を担当する職員（以下「実習担当者」という。）の指示等に従わなければならない。 

（３）実習生は、市の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。 

（４）実習生は、病気等のため実習を受けることができない場合には、あらかじめ実習担当者に

その旨を連絡しなければならない。やむを得ない場合には、事後速やかに実習担当者にその旨

を連絡しなければならない。 

 

8 守秘義務 

実習生は、実習により知り得た情報（公開されているものは除く。）を漏らしてはならない。ま

た、実習終了後においても同様とする。 

 

9 受入手続 

（１）希望者は、就業体験申込書を総務課長へ提出 

（２）総務課長は、速やかにその内容を審査し、受入れの可否を決定し、受入可否決定通知
書により、その旨を申込者に通知するものとする。 

（３）実習生は、就業体験の開始前に、誓約書を総務課長に提出しなければならない。 
（４）実習生が在学する大学等は、前項の誓約の遵守事項について、指導を徹底しなければ

ならない。 
 

10 実習担当者、実習計画書 

（１）実習生を受け入れる所属先の所属長は、指導を担当する実習担当者を指名する。 

（２）実習担当者は、就業体験の内容等を定めた実習プログラムを定めるものとする。 

 

11 実習の中止 

（１）実習生が、服務等の規定に従わない場合その他実習を継続することが困難であるとき。 

（２）実習を継続することにより市の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。 

（３）実習の目的を達成することが困難であると認められるとき。 

（４）総務課長は、前項の規定により実習を中止する場合は、その旨を当該学生が在籍する
大学等の代表者に通知するものとする。 

 

12 事故責任等 

（１）学生が在籍する大学等の代表者及び実習生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び

賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければ

ならない。 

（２）学生が在籍する大学等の代表者及び実習生は、実習生が故意又は過失をもって服務

に反する行為により、垂水市又は第三者に対して損害を与えた場合は、これらに対して

連帯して責任を負わなければならない。 

 

13 報告 

  実習生は、就業体験終了後、速やかに、垂水市就業体験報告書を作成し、総務課長に

提出しなければならない。 
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垂水市受け入れスケジュール 

  

【ポイント】 

①学生の負担感を軽減させるため、期間を２日に設定。 

②学生への負担感軽減、移動時間への配慮等から、１日の時間を 9：00～16：00 に設定。 

③グループワークの内容を「たるたるを活用した垂水市のＰＲについて」という具体的かつ取り組

みやすいテーマに設定。 

④研修終了後に体験活動を設定。保健業務インターンシップとの整合性から、キャニオニングとす

る。ただし、希望者のみの活動とし、危険性を伴うことを事前に周知したうえで実施することと

する。 

 

 

【１日目】 

時間 内容 担当 

9：00～9：30 

〇開会行事 

 ・課長あいさつ、職員紹介 

・垂水市の概要説明 

政策推進係 9：30～11：00 

〇意見交換会「垂水市役所で働くということ」 

【意図】学生と若手職員の意見交換会。 

    垂水市役所へ就労した動機や就職後の現状

等について 

11：00～12：00 
〇庁内見学 

【意図】市役所の業務が多岐に渡ることを体感する。 

12：00～13：00 休 憩  

13：00～14：00 

〇施設見学① 

子育て支援センター、図書館、文化会館、体育館、

環境センター、地域包括支援センターなど 

【意図】市役所の業務が多岐に渡ることを体感する 

政策推進係 

14：00～16：00 

〇グループワーク①「たるたるを活用した垂水市のＰ

Ｒについて①」 

・アイスブレイク 

・ＰＲ方法の検討 
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【２日目】 

時間 内容 担当 

9：00～10：00 

〇グループワーク②「たるたるを活用した垂水市のＰ

Ｒについて②」 

・ＰＲ方法の検討、プレゼンテーション準備 

政策推進係 

10：00～11：00 

〇プレゼンテーション「たるたるを活用した垂水市の

ＰＲについて」 

・関係課職員が聴講 

・企画政策課による講評 

11：00～11：50 
〇講義「垂水市職員の給与・勤務条件・福利厚生関係

について」 

総務課 

人事行政係 

11：50～12：00 
〇閉会行事 

・アンケート依頼 
政策推進係 

12：00～ 移 動  

12：30～14：00 

〇施設見学② 

・道の駅たるみず湯ったり館で昼食後、施設見学 

・足湯体験 

水産商工観光課 

政策推進係 

14：00～ 移 動  

14：30～ 
〇体験活動（希望者のみ） 

・猿ヶ城渓谷森の駅たるみずにてキャニオニング体験 

水産商工観光課 

政策推進係 

 

 


